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幼保連携型認定こども園
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緊急事態宣言に伴う

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する対応について

平素は当保育園の運営にご理解とご協力を賜り有難うございます。また各ご家庭におい

て緊急事態の対応を取って頂いていることに対して深く感謝申し上げます。

さて、姫路市教育委員会が５月末まで臨時休校を決めたことにより、「特別保育」の期

間延長についての方針通知がありました。国の緊急事態宣言の延長または解除決定を待た

ず、先んじて連休中に通知するのは、ご家庭において混乱が生じる恐れがあり、何よりも

子どもの生活環境を考慮しての対応だと思います。

つきましては５月７日から５月３０日までの保育について当園の方針をお知らせします

のでご理解のうえ、ご協力をお願いします。

尚、当園では１号認定も２号認定も関係なく全園児同じ扱いとしています。また姫路市

では５月９日までの特別保育の継続要請であることを申し添えます。

１）引き続き登園の自粛を要請します

・５月７日以降も感染拡大防止の点から登園(利用)を控えてください。また事態の収束

と行政の見通しが立たないことから５月末まで期間を延長します。

・連休明けから会えるものと本当に楽しみしていましたが、お仕事やご家庭の都合をつ

けてくださいますようお願いします。

・期間中は必要不可欠な園児のみ保育いたしますので、必要な方は別紙「保育利用

申出書」を出来るだけ早く提出してください。また登園自粛を継続される方は提出す

る必要はありません。必要になってから連絡頂いても対応します。

・特別保育期間中に緊急事態宣言の解除がありましたら、速やかに通常保育に戻るお知

らせをします。

２）その他（再掲）

・保育料等返還の制度がありますが、保育園で手続きを進めます。

給食費についても日割り計算します。ご不明の際は職員室にお知らせください。

・現時点での方針です。今後の変更などのお知らせは「キッズリー」で行います。

登録または進級手続きが完了していない方は至急お願いします。

・各種資料は保育園ホームページに掲載しています。

最後になりましたが

静まりかえった高速道路は連休を感じないだけでなく、異様な雰囲気を覚えました。

保育園の先生たちは疫病の恐ろしさを感じながら毎日出勤しています。保育士として、ま

たは保育園職員として日々緊張感を持ち続け、職務に就く姿勢は本当に頭が下がります。

もちろんご家族に支えられていることも忘れてはなりません。医療従事者や行政、介護と

いった私たちの生活基盤を支えてくれている多くのはたらきは尊い存在であります。

新型コロナウイルス感染症患者のため治療にかかわる医療関係者へのエールをこめて姫路

城をブルーライトアップさせています。次はオレンジ色をお願いしたいです。

また近日中に担任よりお便りを送りますのでお待ちください。


